
第10章 整備地域・重点整備地域の整備

① 地域の現況

※上記表の不燃領域率、延焼遮断帯形成率は前々回計画（平成28年3月改定）の整備
地域範囲に基づく。
地域面積の（）内は、整備地域から除外された地域（地区内残留地区と重複する地域、
防災性が確保された町丁目）を除いた面積を示す。

② 地域の概要

放射19号線では、街路事業と沿道建築物の不燃化により、地区外周の延焼遮

断帯はおおむね形成されました。一方、街区内部の都市計画道路は未整備の状態

にあり、避難機能や延焼遮断機能を確保できる道路の整備が必要です。

③ 整備方針

幹線道路に囲まれた街区の内側では、道路等の整備と建築物の不燃化・耐震化

を促進し、災害に強く、安全・安心して住み続けられる市街地の形成を目指し、

住民との連携・協働によるまちづくりを進めていきます。

また、防災街区整備地区計画により、建築物の構造制限等による防災性の向上

を図るとともに、地区の避難場所につながる道路を特定地区防災施設に位置付け

ていきます。

□重点整備地域【大森中地区（西糀谷、東蒲田、大森中）】

大森中地区（西糀谷、東蒲田、大森中）においては、災害に強い市街地形成の

ため、防災街区整備地区計画の決定、地区防災道路沿道や駅周辺等拠点の整備を

行いました。今後も引続き、不燃化特区や狭あい事業などの支援策及び、接道不

良地など老朽木造建築物の建替えを進める上で課題となる要因を解消すること等

により、耐火・準耐火建築物への建替え等を促進し、また壁面後退等による安全

な避難路形成を進めることで、地区内全体の総合的な防災性向上を図ります。

延焼遮断帯形成率不燃領域率地域面積

74.0 ％67.3 %約 195 ha
（ 約 128 ha ）

1.  大森中地域（大田区）

□防火規制

整備地域の外郭となる幹線道路沿道に防火地域が指定されています。街区内部

については、全域に防災街区整備地区計画が定められており、建築物の更新によ

る不燃化の促進を図ります。

□その他

老朽木造建築物が密集している地域における区の耐震改修事業を進め、建築物

の耐震化を促進し、街区全体の総合的な防災性の向上を図ります。
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R12
年度末

R7
年度末

地区面積
(ha)又は
延⾧(km)

路線名
【代表的な丁目】

事業
主体等

事業
区分No

整
備
対
象

整
備
手
法

完了事業中0.8km放射17号線
【大森中二丁目ほか】東京都街路1

延
焼
遮
断
帯
・
そ
の
他
都
市
計
画
道
路
等

事
業

完了事業中0.7km放射17号線
【西糀谷二丁目ほか】東京都街路2

完了事業中1.2km放射19号線
【東蒲田一丁目ほか】東京都街路3

事業中予定0.5km補助34号線
【大森中一丁目】大田区街路4

予定予定1.4km補助36号線
【東蒲田一丁目ほか】未定街路5

予定予定0.8km補助39号線
【西糀谷一丁目ほか】未定街路6

事業中事業中1.7km呑川緑道軸
【北糀谷一丁目ほか】大田区緑道

整備7

注１：事業区分はP136参照
注２：地区面積、延⾧は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、延⾧の概数。ただし、＊は事業中及び

実施中の区間又は区域等の範囲とし、整備計画図には整備地域にかかる延焼遮断帯を除き、整備地域
及び重点整備地域内のみ図示する。

注３：街路、連続立体、緑道整備に限り延⾧で示す。
【防災生活道路は整備を進め、併せて沿道の建替えを促進する。】
【防災生活道路を主とした地区内の道路や、表中の事業を行っている路線において無電柱化事業を進
めている場合、整備計画図（道路網）にその無電柱化の事業状況を図示する。】

1．大森中地域整備計画表（道路網）
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大森中一～三丁目、北糀谷一～二丁目、西糀谷一～四丁目、東蒲田一～二丁目、南蒲田一～二丁目大田区町名

1．大森中地域整備計画図（道路網）
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注１：事業区分はP136参照
注２：地区面積、延⾧は整備地域及び重点整備地域内の地区面積、延⾧の概数。ただし、＊は事業中及び

実施中の区間又は区域等の範囲とし、整備計画図には整備地域及び重点整備地域内のみ図示する。
注３：耐震診断耐震改修は住宅の耐震化を対象とし、東京都耐震改修促進計画の目標のうち「R17年度末

に旧耐震基準の耐震性が不十分な住宅をおおむね解消」を完了として表記（区計画で異なる最終目標
を掲げる場合等はこの限りではない。）。

R12
年度末

R7
年度末

地区面積
(ha)又は
延⾧(km)

事業地区名
【代表的な丁目】

事業
主体等

事業
区分No.

整
備
対
象

整
備
手
法

実施中実施中197ha大森中･糀谷･蒲田地区
【大森中一丁目ほか】大田区防災街区1規制・

誘導

実施中実施中－全域大田区耐震診断
耐震改修－耐震化

1．大森中地域整備計画表（市街地の不燃化）
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大森中一～三丁目、北糀谷一～二丁目、西糀谷一～四丁目、東蒲田一～二丁目、南蒲田一～二丁目大田区町名

1．大森中地域整備計画図（市街地の不燃化）
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防火地域と新たな防火規制区域 敷地面積の最低限度の指定状況

1．大森中地域整備計画図

※数値は敷地面積の最低限度（㎡）
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主な特区の支援策
主な取組

（コア事業）
地区
面積

代表的な
丁目

事業
主体等

事業地区名

●まちづくりコンサルタント
派遣支援

●士業派遣支援
●老朽建築物除却等支援
●戸建建替え助成支援

○積極的な戸別訪問等に
よる老朽建築物（住
宅）の不燃化建替えの
促進

○積極的な戸別訪問等に
よる老朽木造建築物の
除却の促進

○無接道敷地等における
建替えに対する課題の
解消

90.3 ha西糀谷一丁目
ほか

大田区大森中地区
（西糀谷、東蒲
田、大森中）

□ 不燃化特区
1．大森中地域整備計画

凡例

不燃化推進特定整備地区

防災街区整備地区計画

都市防災不燃化促進事業（完了）

都市計画道路

市街地再開発事業（完了）

地区内避難拠点

地区防災道路
（幅員6ｍ以上）

地区防災道路
（幅員6ｍ未満）


